
 

 

 

 

 

安中市の犯罪被害者等支援 

について 
 

誰もが、ある日突然犯罪被害者や

その家族、遺族になり得るおそれが

あります。 

本市では、令和４年度から「犯罪

被害者等支援条例」の制定をはじめ

として、総合相談窓口の設置、犯罪

被害者等支援見舞金制度の創設、庁

内外ネットワークの構築を柱とし

た支援体制を総合的に推進するこ

とといたしました。 

犯罪被害者等の心に寄り添いなが

ら、被害の回復や軽減を図るととも

に、市民が安全に安心して住み続け

ることができる地域社会の実現を

目指します。 

安中市がサポートできること 

総合相談窓口 

犯罪被害者の方やご遺族のための 

ワンストップ窓口を設置しています。 

見舞金の支給 

犯罪被害者の方やご遺族に 

見舞金を支給します。 

（注：各種支給要件があります。） 

保健医療・福祉サービスの提供 

総合相談窓口でのご相談に基づき、 

市役所内各種窓口と連携し、 

相応の窓口をご案内します。 

≪サービス一例≫ 

医療に関する情報提供 

心身の不調等に関する相談 

子育て・子どもに関する相談 

年金・各種保険等の納付相談 

生活困窮に関する相談 

居住の安定 

犯罪被害等により、現在の住居に 

居住できなくなった場合、一時的な住居

の提供について配慮します。 

（注：入居条件があります。） 

安全の確保 

総合相談窓口でのご相談に基づき、被害状況に

より、安全の確保が必要と判断した場合は、 

相応の窓口より保護などを行います。 

雇用の安定 

犯罪被害等により、就業が続けられなかった 

場合の再雇用のサポートを行います。 

犯罪被害等を理由とした解雇がなくなるよう、

企業へ働きかけます。 

安中市の犯罪被害者等支援について詳しく知りたい方は安中市ホームページをご覧ください。

https://www.city.annaka.lg.jp/page/1540.html 

または 

 

 

安中市 犯罪被害者等支援  ご協力をお願いします 

※相談者に関する情報は支援の目的外に利用することはありませんので安心してご相談ください。 

犯罪被害者等の支援を 

実効的なものにするためには 

市民の皆様の協力が不可欠です。 

ご理解・ご協力をお願いいたします。 

その他・・・ 

安中市 

マスコットキャラクター 

こうめちゃん 



 

安中市の 

犯罪被害者等支援の 

ご案内

 

 

犯罪による被害に 

       あわれた方へ 

 

ひとりで悩まないで、 

ご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

電話 027-382-1111（代） 

福祉課 くらし相談係 

月～金 8：30～17：15 

（祝日・年末年始を除く） 

 

犯罪等の被害に遭い、 

お悩みの方がいらっしゃいましたら、 

ひとりで悩まずに 

安中市犯罪被害者等総合相談窓口 

までご相談ください 

 
 

安中市以外の相談窓口 

警察  

●警察安全相談電話 

 ＴＥＬ：＃9110又は 027-224-8080 

（24時間） 

●性犯罪被害相談電話 

 ＴＥＬ:＃8103又は 0120-271-110 

（24時間） 

●犯罪被害者相談 

ＴＥＬ：027-221-7777 

（月～金）8：30～17：15  （☆） 

専門相談窓口  

●被害者支援センターすてっぷぐんま 

   TEL：027-253-9991 

（月～金）10：00～16：00 （ ☆） 

●法テラス（犯罪被害者支援ダイヤル） 

 TEL：0120-079714 

 （月～金）9：00～21：00 

（土）9：00～17：00      （☆） 

こころの悩みなどに関する相談  

●群馬県こころの健康センター 

ＴＥＬ:027-263-1156 

（月～金）9：00～17：00  （☆） 

性犯罪・性暴力に関する相談  

●群馬県性暴力被害者サポートセンター

（Saveぐんま） 

ＴＥＬ:027-329-6125 

（月～金）9：00～1７：00  （☆） 

 

 

（☆）祝日・年末年始を除く 

犯罪被害者等支援 

シンボルマーク 

「ギュッとちゃん」 


